
14

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
＆
プ
レ
ゼ
ン
ト

岡山トヨタからの最新情報はインターネットをご覧ください。http://okayamatoyota.com

平
成
17
年
1
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法（
ク
ル
マ
の
リ

サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
自
動
車
メ
ー
カ
ー
や
関
連
事
業
者
、
ク
ル
マ
の
所
有
者
の

役
割
を
決
め
た「
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
」）。

今
回
は
そ
の
あ
ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

添付ハガキのアンケートでご
意見をお寄せください。下記
の商品を抽選でプレゼントい
たします。 
※ご当選の発表は、岡山トヨタのスタ

ッフよりご連絡させていただきます。 

オアシスピローを 
5名様にプレゼント 
いたします。 

お客様のご協力をお願いします。 

▲眠りをサポートする 低反発枕 

2
0
0
5
年
4
月
よ
り「
個
人
情
報
保
護
法
」が
施
行
さ
れ
ま

す
。
こ
の
ペ
ー
ジ
で
は「
個
人
情
報
保
護
法
」と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
、
今
後
の
岡
山
ト
ヨ
タ
の
個
人

情
報
保
護
に
関
す
る
理
念
を
紹
介
し
ま
す
。

●
個
人
情
報
保
護
法
●

平
成
17
年
1
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
自

動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
は
自
動
車
所
有

者
は

（
1
）リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
支
払
い

（
2
）廃
車
を
自
治
体
の
登
録
を
受
け
た
引

な
ぜ
ク
ル
マ
の
所
有
者
に
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
の
支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
？

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
お
い
て
は
、
関

係
者
の
役
割
分
担
と
し
て
、
ク
ル
マ
の
所

現
在
所
有
し
て
い
る
ク
ル
マ
の

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払
う
の
は
い
つ
？

具
体
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
っ
て

ど
れ
ぐ
ら
い
？

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
は
、
自
動
車
の
車
種

１
台
ご
と
に
自
動
車
メ
ー
カ
ー
や
自
動
車

輸
入
業
者（
イ
ン
ポ
ー
タ
ー
）が
設
定
し
ま

す
。
く
わ
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
動
車
販

売
会
社
、販
売
店
に
お
問
い
合
わ
せ
る
か
、

メ
ー
カ
ー
各
社
の
広
報
資
料
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
ま
た
リ
サ
イ

ク
ル
の
対
象
と
な
る
の
は
、
基
本
的
に
左

に
挙
げ
る
も
の
を
除
く
す
べ
て
の
ク
ル
マ

で
す
。
自
家
用
自
動
車
は
も
ち
ろ
ん
、
ト

ラ
ッ
ク
、バ
ス
な
ど
の
大
型
車
、
特
種
自
動

車（
い
わ
ゆ
る
８
ナ
ン
バ
ー
車
）も
含
ま
れ

ま
す
。
●
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象

外：

被
け
ん
引
車
、二
輪
車（
原
動
機
付
自

転
車
、
側
車
付
き
の
も
の
も
含
む
）、
大
型

特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
そ
の

他
の
農
業
機
械
、林
業
機
械
、ス
ノ
ー
モ
ー

ビ
ル
等

個
人
の
権
利
と
利
益
を
保
護

す
る
為
に
、
個
人
情
報
を
取
得
し

取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
者
に
対
し
、

様
々
な
義
務
と
対
応
を
定
め
た
法

律
で
す
。
2
0
0
5
年
4
月
よ
り

全
面
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
自
動
車
ディ
ー
ラ
ー
も
こ
の

法
に
定
め
る
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
に
該
当
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
個
人
情
報
保
護

法
は
基
本
的
に
は
本
人
で
あ
る
個

人
の
権
利
を
定
め
る
法
律
で
は
な

く
、
企
業
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
義
務
を
定
め
、
そ
れ
に
違
反

し
た
場
合
に
は
行
政
機
関
が
処
分

を
行
な
う
と
い
う
性
格
を
持
っ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
事
業
者
は
、こ
の

法
律
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
利
用

目
的
の
特
定
お
よ
び
制
限
、
適
切

な
取
得
、
取
得
に
際
す
る
利
用
目

的
の
通
知
ま
た
は
公
表
、
安
全
管

理
、
第
三
者
提
供
の
制
限
な
ど
の

義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
違
反
す
る
と
行
政
処
分
を

下
さ
れ
、
さ
ら
に
主
務
大
臣
の
命

令
に
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
が
科

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法
は
、
私
た
ち

事
業
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
最
低
基
準
を
定
め
て
い
る
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
、法
律
さ
え
守
っ

て
い
れ
ば
損
害
賠
償
な
ど
が
請
求

さ
れ
な
い
と
い
う
免
責
的
な
性
質

の
法
律
で
は
な
い
の
で
、単
に
法
律

の
要
件
を
満
た
す
だ
け
で
は
十
分

と
は
い
え
ま
せ
ん
。

個
人
情
報
の
多
く
が
電
子
デ
ー

タ
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
結
果
、
情
報
漏
洩
に
関
す

る
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
私
た
ち
岡
山
ト
ヨ
タ
は
順
法

の
理
念
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、

お
客
様
の
信
頼
度
を
向
上
し
て
い

た
だ
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、お
客

様
の
満
足
度
も
高
め
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
よ
り
積
極
的
に
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
に
取
り
組
み
、

的
確
な
情
報
活
用
、
有
用
な
情
報

提
供
な
ど
に
も
、法
に
基
づ
い
て
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
」
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

取
業
者
に
引
渡
す
こ
と
―
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
リ
サ
イ

ク
ル
料
金
は
、自
動
車
メ
ー
カ

ー
が
実
施
す
る
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー

ダ
ス
ト（
廃
車
の
破
砕
後
に
残

る
ゴ
ミ
）、エ
ア
バ
ッ
グ
類
、
フ

ロ
ン
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
や
適

正
処
理
に
使
わ
れ
、
ま
た
一

部
は
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
管

理
や
廃
車
処
理
の
情
報
管
理

に
も
使
わ
れ
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ

な
い
ク
ル
マ
は
、
国
内
で
年
間

約
4
0
0
万
台
が
廃
車
さ
れ

て
い
ま
す
が
、ゴ
ミ
を
減
ら
し
、

資
源
を
無
駄
遣
い
し
な
い
循

環
型
社
会
を
つ
く
っ
て
地
球

環
境
を
守
る
た
め
に
も
、こ
の

法
律
で
定
め
ら
れ
た
自
動
車

所
有
者
が
果
た
す
役
割
が
、

た
い
へ
ん
重
要
な
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
こ
と
に
ご
理
解
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

詳細なトヨタ車の自動車リサイクル料金については→トヨタ自動車：http://www.toyota.co.jp/jp/environment/recycle/law/recycle_fee/index.html 
フォルクスワーゲン車の自動車リサイクル料金については→ＶＧＪ※：http://www.volkswagen.co.jp/service/recycling/price.html をご参照ください
※フォルクスワーゲングループジャパン株式会社の略称　※上図は国土交通省のホームページから引用

個
人
情
報
保
護
は
個
人
情
報
保

護
法
対
策
だ
け
で
は
不
十
分
。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
実
現
が
重

要
か
つ
急
務
で
す
。

情報管理センター （財）自動車リサイクル促進センター 

リサイクル 
料金の 
支払い 使用済 

自動車 

リサイクル 
料金の払渡し 

リサイクル料金の預託 

自動車メーカー・輸入業者 
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を 
引取ってリサイクル・破壊 

再利用可能な 
部品や金属の 
回収、リサイクル 
を実施 

フロン類 エアバッグ類 シュレッダーダスト 

引取業者 フロン類 
回収業者 解体業者 破砕業者 

リサイクル 
料金の預託 
を確認し 
引取る 

パソコンで 
インターネットを 
利用して報告 

中古車としての 
下取りは除く 

リサイクル 
を実施 

資金管理法人 
（財）自動車リサイクル 

促進センター 

自動車所有者 

2
0
0
5
年
1
月
1
日
以
降
、
新
車
を

購
入
さ
れ
る
方
は
、
新
車
購
入
時
に
リ
サ

イ
ク
ル
料
金
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。
既
に
ク
ル
マ
を
お
持
ち
の

方
は
、
2
0
0
5
年
１
月
以
降
最
初
の
車

検
時
ま
で
に
。
ま
た
、
車
検
を
受
け
ず
に

廃
車
と
す
る
場
合
は
、
引
取
業
者
に
引
き

渡
す
と
き
に
支
払
い
ま
す
。

有
者
が
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ク
ル
マ

の
所
有
者
は
、ク
ル
マ
か
ら
メ
リ
ッ
ト
を
受

け
て
お
り
、リ
サ
イ
ク
ル
料
金
は
そ
の
対
価

で
あ
る
こ
と
＝
大
切
な
地
球
環
境
を
守

る
た
め
に
必
要
な
料
金
だ
と
い
う
こ
と
を

ご
理
解
く
だ
さ
い
。


